
※トラックについては、2ｔ車までです。

※搬入時は、施設職員の指示に従います。

※貴重品の管理は、自己の責任において行います。

※プラット内へは、１台ずつ入場してください。

※場内での事故は、一切の責任を負いません。

※無許可で他人のごみを運ぶ行為は違法です。

※場内で係員の指示に従わないときは、退去または利用を禁止します。

組合記入欄（記入しないでください）

確認欄 受付番号 重量 料金

搬入車両
　□普通車　　□軽自動車　　□軽トラック　□トラック（　　ｔ車）

　車両登録番号：　　１２３４

本人確認 　□運転免許証　　□マイナンバーカード　　□その他（　　　　　）

市町村

受付欄

電話番号：

ごみの区分と
種類

　□家庭系 　□可燃ごみ　□不燃ごみ　□粗大ごみ　□資源ごみ

　□事業系 　□可燃ごみ　□粗大ごみ（木製のみ）

(事業系は
事業者名)

氏名又は会社名：（有）添彦商店　（従業員名）

電話番号：　会社 又は 従業員携帯番号

ごみの
出た場所

住　所

□田川市　　□香春町　　□添田町　　□川崎町

□糸田町　　□大任町　　□福智町　　□赤村

　□同上　※上と同じであれば記入不要

氏名又は会社名：

下記の通りごみの搬入を申請します。

申　請　者 住　所

□田川市　　□香春町　　□添田町　　□川崎町

□糸田町　　□大任町　　□福智町　　□赤村　　□その他

　 　添田○○○○－○

ごみ搬入申請書　
※　住所等の確認できる免許証等の提示が必要です。

搬入日 〇〇年　△△月　××日 申請日 〇〇年　△△月　××日

申請者（事業所）の住所をチェック

し、大字・地番を記入

名刺や公共料金の領収書など

の郵便物等で事業所の住所が

確認できるものを持参してく

ださい。

排出事業所の確認ができない

場合は、窓口に来た申請者個

人（従業員等）の運転免許証

等で確認します。

受付印

✔

✔ ✔

✔

✔

事業系の場合

✔

事業所から出る「不燃ごみ・粗大ごみ（金属くず、

陶器くず、ガラスくず、廃プラスチックなど）」は、

産業廃棄物になるため搬入できません。。

✔

申請者（従業員等）の

運転免許証等で本人確

認を行いますので、窓

口に持参してください。

※添田町以外のごみの場合は、

各市町村で受付してください。


